
令和８年度建設工事競争入札参加資格審査申請書

提出要領（県内・県外業者共通）

ア

イ

ウ

エ

オ

(1)

(2)

(3)

(4)

４．提出場所及び問い合わせ先

提出書類は申請日現在で作成してください。（添付書類の不備の場合は受付できません。また、受付後の修正、追
加等はできませんので、提出書類が揃っているか、記入もれなどないか、提出前に再度ご確認ください。）

綴じ込む申請書類（表１～20）は、フラットファイル（水色、Ａ４版、市販されている紙製のもの）に「７．提
出書類」の表の順に綴じ込んでください。また、提出するファイルの表紙及び背表紙には会社名を明記してくだ
さい。

この申請に基づく入札参加資格審査結果の通知及び名簿への登載は、令和８年７月を予定しています。

鹿 児 島 市

　鹿児島市（鹿児島市水道局を除く。）が発注する建設工事の競争入札に参加を希望される方（法人又は個
人）は、下記のとおり申請書を受け付けますので、必ず期限までに提出してください。

　この申請書は、建設工事の施工能力審査の資料となりますので、正確かつ明瞭に記入してください。ま
た、虚偽の記載等があった場合は、申請を却下することがあります。

　なお、鹿児島市の競争入札参加者については、提出された申請書について市が行う資格審査に合格し、有
資格業者名簿に登載された者でなければならないこととなっています。

記

(1)  建設業にあっては、次のいずれにも該当する者であること

鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登載を希望する建設工事について、建設業法（昭
和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条の規定による許可を有するものであること。

鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者名簿に登載を希望する建設工事について、法第27条の23
第１項に規定する経営事項審査（審査基準日が競争入札参加資格審査の申請をする日の1年7か月前の
日以降のものであること。）を受け、法第27条の29第１項に規定する総合評定値の通知を受けている
者であること。

健康保険法(大正11年法律第70号)第３条第３項に規定する適用事業所の事業主にあっては、同法第48
条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っている者であること。

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第６条第１項に規定する適用事業所の事業主にあっては、同法
第27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っている者であること。

雇用保険法（昭和49年法律第116号）第５条第１項に規定する適用事業を行う事業主にあっては、同法
第７条の規定による被保険者となったことの届出を行っている者であること。

郵送または契約課窓口に設置する専用箱へ　（窓口での審査は行いません。）
　提出された書類に不備等がある場合は、「仮受付」となりますので本市が指定する期日までに不足書類
等を送付してください。なお、その際は、電話又はFAXで連絡いたしますので、必ず受付票に担当者の連絡
先を記入してください。

証明書類は原則令和７年12月１日以降発行のものに限ります。

５．注意事項

　　　〒892－8677　鹿児島市山下町１１番１号　（本館３階）

　　　鹿児島市　契約課　工事契約係　　【電話】099-216-1163（直通）

　　　　※郵送の際は、封筒に「資格審査申請書在中」と明記すること。

令和８年１月27日(火)から同年２月６日(金)まで（当日消印有効）

※持参の場合は、契約課が設置する専用箱へ

１．資格要件

(2)  地方自治法施行令第167条の４第１項の規定に該当しない者

(3)  鹿児島市契約規則第２条第１項の規定に該当しない者

２．受付方法

３．受付期間



(5)

(6)

(7)

(8)

様式等 様式等

1 ○ 本市様式１ ○

2 ○ 本市様式２ ○

建設業法施行規則別記様式
第二十五号の十四

別紙二

4 ○ （写し） ○ （写し）

5 ○
建設業法様式第二十五号の
十四（副本の写し）

○
建設業法様式第二十五号の
十四（副本の写し）

建設業法施行規則別記様式
第二十五号の十四

別紙一

7 ○
建設業法施行規則別記様式
第二号

○
建設業法施行規則別記様式
第二号

建設業法施行規則別記様式
第二十五号の十四

別紙三

①鹿児島市税 △
本市に営業所等があり納税義
務がある場合（「滞納がない
ことの証明」・写し可）

△
本市に営業所等があり納税義務
がある場合（「滞納がないこと
の証明」・写し可）

②消費税及び地方消費税 ○ （写し可） ○ （写し可）

10 ○ （原本） ○ （原本）

11 △
本市様式（入札、契約で10
以外の印鑑を使用する場
合）

△

本市様式（入札、契約で10
以外の印鑑を使用する場
合。ただし、年間委任状を
提出する場合は不要）

12 ○ （写し可） ○ （写し可、本店のみで可）

13 △ （写し可） △ （写し可、本店のみで可）

14 △ （写し可） △ （写し可）

15 △ （写し可） △ （写し可）

×○
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その他の審査項目（社会性
等）

様式は本市ホームページからダウンロードして作成してください。窓口での配布は行いません。また、様式は、毎
年見直しを行っておりますので、必ず最新のものをダウンロードしてください。

本市の建設工事等、物品購入等もしくは業務委託等の各入札参加有資格業者名簿のいずれかに登載されている者
は、本市の小規模修繕希望者登録名簿への登録はできません。本市の小規模修繕希望者登録名簿に登録されている
業者で、本申請をされた業者は、建設工事等入札参加有資格業者名簿への登載（令和８年７月予定）後、速やかに
小規模修繕希望者登録の廃止届を本市契約課に提出してください。

提出書類

本市様式に相当するもので
あれば、国土交通省様式等
でも可

工事種類別完成工事高表

8

健康保険被保険者証については、継続雇用等を確認する書面として使用できません。

既に本市の競争入札参加有資格業者として名簿に登載されている場合は、別に関係書類の受付を行うことから、本
書類の提出は不要です。（「令和８年度建設工事等に係る業者登録等関係書類の提出要領（工事、コンサル及び県
内、県外業者共通）」を参照）

○ ×

○ ×

経営規模等評価申請書・総合
評定値請求書（副本）

納税証明書

入札参加資格審査申請書

営業所一覧表

建設業許可通知書等

工事経歴書（直前２年分）

3 技術職員名簿

6

9

印鑑証明書

使用印鑑届

労災保険料納入証明書

雇用保険料納入証明書

健康保険に関する証明書

厚生年金に関する証明書

　(1)一覧（○印は必ず提出、△印は該当する場合のみ提出、×印は提出不要）

県内業者 県外業者

６．提出部数　　　１部

７．提出書類



16 △ （写し可） △ （写し可）

○ （写し可） ○ （写し可）

法人の場合
商業登記簿謄本（履歴事項
全部証明書）

商業登記簿謄本（履歴事項
全部証明書）

個人の場合 事業主の身分証明書 事業主の身分証明書

18 ○ 本市様式３ ×

19 ○ 本市様式４ ×

20 ○ 本市様式 ○ 本市様式

○ 本市様式(県内県外共通） ○ 本市様式(県内県外共通）

本市様式３－１～３－３
（県内業者用）

本市様式２－１～２－２
（県外業者用）

22 ○ （写し） ○ （写し）

23 ○ 本市様式５ ×

24 ○ 本市様式６ ×

25 × △
任意様式（支社等に年間委
任をする場合）

26 △
本市様式７（市内に本店が
ある業者のみ）

×

27 △
本市様式８（令和７年度の
建築工事の格付がＡ級又は
Ｂ級の市内業者のみ）

×

28 △
本市様式９（市内業者で
「舗装工事」を希望し、表
層工を自社施工する場合）

×

※登録票と契約書写し等を一
緒に留めないこと

○21 ○
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受付票

業者登録票

経営規模等評価結果通知書・
総合評定値通知書

技術職員名簿

主観点数項目状況

年間委任状

営業所、業態に関する調書

建築一式工事の施工実績等に
関する調書

アスファルト舗装工事施工体
制調査票

工事用機械器具一覧表

本店の位置図及び社屋全景写
真

誓約書

17

「建設業退職金共済事業」の
加入・履行証明書又は「中小
企業退職金共済」への加入証
明書等

商業登記簿謄本等



県外業者

2

（付せん不要）

・「綴じ込まない書類」の21「業者登録
票（県内業者用）」3－2（5）に記入し
た工事（請負代金額の最高及び次位）に
ついて、該当箇所に付せんを貼ること。

　５に同じ
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・登記簿に記載された本店所在地を記載。
・県外業者は本市様式に限らず、国土交通省様式による提出も可。

・様式の注釈を参照のこと。
・県外業者は本市様式に限らず、国土交通省様式による提出も可。

県内業者

・経営事項審査受審時に提出したものと
同じ名簿（写し）
・受審後に技術職員が増えた場合は、名
簿に氏名、生年月日、年齢、業種コー
ド、有資格区分コードを加筆し、当該
職員と雇用関係にあることを確認できる
書類（健康保険・厚生年金保険被保険者
標準報酬決定通知書等）及び資格を証す
るものの写しを添付すること。また退職
等した場合は、線を引き、見え消しする
こと。
・当該名簿にない資格で、「綴じこまな
い書類」の23技術職員名簿（本市様式
５）に記載した資格については、この技
術職員名簿の後ろに資格者証の写し等確
認できるものを添付すること。

・申請時点で有効な建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写しを
提出すること。
・ただし、申請日時点で許可更新中の場合は、許可申請書の写し（許
可行政庁の受付印のあるもの）又は許可行政庁の発行する証明書を提
出すること（写し可）。

・「綴じ込まない書類」の22「経営規模等評価結果通知書・総合評定
値通知書」に対応するもの（審査基準日が同じであることを確認する
こと。）。
・結果通知書ではなく、総合評定値請求書の申請書副本（許可行政庁
の受付印があるもの）であることに留意すること。

　５に同じ （不要）

（不要）

・「綴じ込まない書類」の22「経営規模
等評価結果通知書・総合評定値通知書」
に対応するもの（審査基準日が同じもの
であることを確認すること）。

(2)提出書類の記入要領等

※共通事項：添付書類については、縮小、集約、両面コピーなどして書類が少なくなるよう

努め、特に指定があるもの以外は各提出書類のすぐ後ろに綴じる（並べる）こと。

※注意事項：県内業者と県外業者では「21業者登録票」の様式が異なるので注意すること。

（不要）
技術職員名簿
【建設業法施行規則別記様式第二十五
号の十四別紙二】

提出書類

1
入札参加資格審査申請書

【本市様式１】

営業所一覧表【本市様式２】

3

経営規模等評価申請書・総合評定値請
求書（副本）
【建設業法施行規則別記様式第二十五
号の十四】

工事種類別完成工事高表
【建設業法施行規則別記様式第二十五
号の十四別紙一】

工事経歴書（直前２年分）
【建設業法施行規則別記様式第二号】

その他の審査項目（社会性等）
【建設業法施行規則別記様式第二十五
号の十四別紙三】

5

6

7

8

4 建設業許可通知書等



(1)鹿児島市税

(2)消費税及び地方消費税

(1)鹿児島市税

(2)消費税及び地方消費税

14

15
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・令和７年12月１日以降発行の証明書（写し可）を提出すること。
・消費税及び地方消費税は電子納税証明書による提出可。（※電子
データ（ＰＤＦ形式）を紙に印刷したものを提出すること。）

・令和７年12月１日以降に労働局等が発
行する納入証明書（写し可）を提出する
こと。

【本店分のみ、写し可】
・令和７年12月１日以降に
労働局等が発行する労災保
険料納入証明書又は「労働
保険概算・確定保険料申告
書」及び「納付書・領収書
（第１期及び２期分）」の
写しを提出すること。

･22の「経営規模等評価結果通知書」において加入「有」又は「除
外」になっている場合は提出不要。
･22の「経営規模等評価結果通知書」において加入「無」になってい
る場合は雇用保険料納入証明書等の加入がわかる書類（本店のみで
可）を提出すること。

･22の「経営規模等評価結果通知書」において加入「有」又は「除
外」になっている場合は提出不要。
･22の「経営規模等評価結果通知書」において加入「無」になってい
る場合は健康保険・厚生年金保険の領収済通知書及び年金事務所への
届出書等の加入がわかる書類を提出すること。

・22の「経営規模等評価結果通知書」において「建設業退職金共済制
度加入の有無」又は「退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有
無」が「有」の場合は提出不要。
・22の「経営規模等評価結果通知書」において加入「無」の場合は、
令和7年12月1日以降発行の「建設業退職金共済事業」の加入・履行証
明書又は「中小企業退職金共済」への加入証明書等の加入が分かる書
類を提出すること。また、退職一時金制度又は企業年金制度を導入し
ている場合は、当該制度を導入していることが確認できる書類（規約
等）の写しを提出すること。
・「建設業退職金共済事業」に加入しているが、購入枚数不足等で証
明書が発行されない場合は理由書（任意様式、参考あり）と共済契約
者証（写し可）を提出すること。
・いずれにも加入、導入していない場合は、その理由書（任意様式、
参考あり）を提出すること。

・県内業者に同じ（ただ
し、年間委任をしている場
合は、年間委任状のみで足
りる。受任者が年間委任状
に押印した印鑑以外を使用
す る 場 合 は 提 出 す る こ
と。）

・鹿児島市発行の「市税の滞納がないことの証明書」

・税務署発行の「納税証明書その３の３」（その３でも可。消費税及
び地方消費税の未納がないことが確認できるもの。）

・鹿児島市発行の「市税の滞納がないことの証明書」

・税務署発行の「納税証明書その３の２」（その３でも可。消費税及
び地方消費税の未納がないことが確認できるもの。）

・令和７年12月１日以降発行の原本（写し不可）を提出すること。
〔法人の場合〕法務局発行の証明書
〔個人の場合〕住民票のある市区町村役場発行の証明書

・入札、契約等に、上記10の印鑑証明書
（実印）以外の印を使用する場合に提出
すること。

使用印鑑届
【本市様式】

10 印鑑証明書【原本】

9

納税証明書

法人

個人

12 労災保険料納入証明書

厚生年金加入に関する証明書

16
「建設業退職金共済事業」の加入・履
行証明書又は「中小企業退職金共済」
への加入証明書等

13 雇用保険料納入証明書

健康保険加入に関する証明書

11
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（不要）
・写真は印画紙に限らず、デジタルカメ
ラの画像を貼り付けたもので可。

（不要）

・令和7年12月1日以降発行の証明書

・法務局発行の履歴事項全部証明書（写し可、両面印刷可）

・本籍地の市区町村役場発行の身分証明書（写し可）

・様式の電子データ(Excelファイル)に詳細な記入要領を掲載してい
るので、必ず熟読のうえ記載すること。
・様式の提出枚数は、県内業者は３枚、県外業者は２枚あるので確認
すること（本登録票は、縮小・集約・両面印刷不可）。

・写しで可。ただし、国土交通省各地方整備局長または都道府県知事
の公印がある通知書の写しに限る。
・新規業者は右上余白に「新規」と記入すること。
・審査基準日が今回の入札参加資格審査申請日の１年７か月前の日以
降のもの（令和8年2月に提出する場合は、審査基準日が令和6年7月31
日以降のものが有効）。

・様式の注釈、記入例参照のこと
・「綴じ込む書類」の3技術職員名簿
（経審用）の技術者と同じ順番で記入
し、経営事項審査受審後に雇用した者に
ついては、まとめて最後に記入するこ
と。
・「21業者登録票（県内業者用）」３－
１(2)工種別技術者数と整合性を図るこ
と。
・「綴じ込む書類」の3「技術職員名簿
（経審用）」に記載のない資格も記入し
てよいが、この場合には、資格者証（写
し）を3「技術職員名簿（経審用）」の
後ろに綴じること。

技術職員名簿
【本市様式５】

主観点数項目状況
【本市様式６】

・様式の電子データ（Excelファイル）
に詳細な記入要領を掲載しているので、
必ず熟読のうえ記入すること。
・該当項目がない場合でも「該当な
し」と記入して提出すること。
・市内業者は希望工種に関わらず、
「項目６」は必ず記入して提出するこ
と。
・証明等がない場合は加点対象とならな
いので注意すること。

（不要）

（不要）

22
経営規模等評価結果通知書・総合評定
値通知書（建設業法施行規則別記様式
第二十五号の十五）

【本市様式2-1～2-2】

・所有する工事用の機械器具や車両等
（舗装用機械及び海上工事用船舶は除
く。）について記入し、提出すること。
・様式の注釈を参照のこと。

・日付、申請者欄を記入すること。

・会社名・担当者等を記入

（県内業者用）

【本市様式3-1～3-3】

（県外業者用）

17

商業登記簿謄本等

法人の場合

個人の場合

18

24

23

19

工事用機械器具一覧表
【本市様式３】

本店の位置図及び社屋全景写真
【本市様式４】

誓約書【本市様式】

受付票

21

業者登録票



※   県外業者で、国土交通省各地方整備局様式を使用する場合は、

綴
じ
こ
ま
な
い
書
類
 
（

こ
の
順
番
で
並
べ
て
、

２
穴
パ
ン
チ
で
左
側
に
穴
を
開
け
て
く
だ
さ
い
）

国土交通省ホームページ（https://www.mlit.go.jp/）→「お問い合わせ・申請」→「調達情報」→「２－（２）競争参加
資格等」→「地方整備局等」→「競争参加資格審査申請書・申請書の手引き（令和７・８年度）」をご覧ください。
（ＰＤＦファイル）

・県内業者は年間委任不可。

・任意様式
・委任者及び受任者の所在
地、代表者、印鑑の漏れが
ないか確認すること。
・委任する期間を明記する
こと。（最長の場合、申請
日から令和９年３月31日ま
でとなる）
・新規業者は右上余白に
「新規」と記入すること。

営業所、業態に関する調書
【本市様式７】

・市内に本店がある業者は必ず提出す
ること。
・様式の注釈を参照のこと。
・設問２以降に該当しない場合でも、
設問１は必ず記入し、該当しない項目
には「なし」と記入して提出するこ
と。

建築一式工事の施工実績等に関する調
書
【本市様式８】

・市内業者で、令和7年7月1日付けの有
資格決定通知書に記載された建築工事の
等級が「Ａ級・Ｂ級」である場合のみ提
出すること。
・詳細は様式の注釈を参照のこと。

アスファルト舗装工事施工体制調査票
【本市様式９】

・市内業者で舗装工事を希望し、表層
工を自社施工する場合のみ提出のこ
と。
・詳細は様式の注釈を参照のこと。

（不要）

（不要）

（不要）28

25 年間委任状

26

27


